
 

 

いじめからこどもを守る首長連合運営規約 

 

（名称） 

第１条 本会は、いじめからこどもを守る首長連合と称する。 

（目的） 

第２条 本会は、全国の基礎自治体の首長の参画の下、いじめ・不登校対策の更なる発展に

向けて、広域的な連携を図りながら、各自治体が抱える課題の整理や、各自治体が行う先

進事例を全国の自治体に共有するための情報交換と情報発信、自治体共同による関係省

庁への政策提言等の活動を推進することにより、こどもたちの生命と尊厳を守るととも

に、こどもたちが将来に夢や希望を持って、安心して学び健やかに成長することができる

社会の実現を図ることを目的とする。 

（活動内容） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる活動を行う。 

⑴ 地域におけるいじめ・不登校対策を推進するための企画、立案に関すること。 

 ⑵ 地域におけるいじめ・不登校対策の推進に向けた情報交換に関すること。 

 ⑶ その他目的を達成するために必要な活動に関すること。 

（会員） 

第４条 本会の会員は、全国の市区町村の長で、本会の趣旨に賛同し、参加表明書を会長に

提出した者とする。 

（会員の脱退） 

第５条 会員は、会長に脱退届を提出することで本会を脱退することができる。 

（役員） 

第６条 本会に次の役員を置く。 

⑴ 会長 １名 

⑵ 会長代行 １名 

⑶ 副会長 若干名 

２ 前項に定める役員は、総会で承認する。 

３ 会長は役員の互選により選出し、会長は他の役員の中から会長代行を指名する。 

４ 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 役員が退任したときは、会長が指名したものが、役員に就任するものとする。この場合

において、後任者の任期は前任者の残任期間とする。 

（顧問及び相談役） 

第７条 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。 

２ 顧問及び相談役は、本会の目的を達成するために、総合的な見地から助言を行う。 

３ 顧問及び相談役は、会長が委嘱する。 

 



 

 

（職務） 

第８条 会長は、本会を代表し、その活動を総括する。 

２ 会長代行は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行う。 

３ 副会長は、会長を補佐する。 

（総会） 

第９条 本会の総会は、年１回開催し、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めるとき

は、臨時に開催できるものとする。 

２ 総会の議長は、会長がこれに当たる。 

３ 総会は、本会の運営に関する基本的事項等を協議及び決定する。 

４ 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決する

ところによる。 

５ 会長は、緊急の決定を要する事案があるときその他会長が適切と認めたときは、会員に

書面又は電磁的方法による表決を求め、提出された表決の過半数をもって総会の議決に

代えることができる。この場合において、可否同数のときは、前項の規定に準ずる。 

６ 前項の書面又は電磁的方法は、会長が定めた期日までに本会に到着しないときは無効

とする。 

（事務局） 

第１０条 本会の事務を処理するため、役員の属する市区町村に事務局を置く。 

２ 事務局の運営に当たり、会長が必要と認めるときは、その他の市区町村等に協力を要請

することができる。 

（その他） 

第１１条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、総会で決定する。ただし、軽微な事

項は、会長が決定する。 

 

附 則 

１ この規約は、令和８年５月２０日から施行する。 

２ 本会の設立時に参加表明した首長は、第４条の参加表明書を提出したものとみなす。 


